
公
平
な
納
税
の
た
め
に

　

市
が
提
供
す
る
福
祉
や
教
育
を
は
じ

め
、
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
は
、
み
な
さ
ん

に
納
付
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
市
税
が

主
な
財
源
の
一
つ
で
す
。
市
税
の
滞
納

は
、
市
の
財
政
を
圧
迫
し
、
市
民
サ
ー

ビ
ス
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
な
り
か

ね
ま
せ
ん
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
納
期

内
に
税
金
を
き
ち
ん
と
納
め
て
い
た
だ

い
て
い
る
大
多
数
の
み
な
さ
ん
と
の
公

平
性
を
か
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

財
産
を
差
押
え
ま
す

　

税
金
を
納
期
限
ま
で
に
納
め
な
か
っ

た
方
に
は
、
ま
ず
督
促
状
が
送
付
さ
れ

ま
す
。
こ
の
督
促
状
が
発
送
さ
れ
た
日

か
ら
起
算
し
て
11
日
目
ま
で
に
そ
の
税

金
を
完
納
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
市

は
滞
納
者
の
財
産
【
預
金
、
給
与
、
生

命
保
険
、不
動
産
、自
動
車
、動
産
（
電

化
製
品
や
美
術
品
、
貴
金
属
）】
を
差

押
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
法
律

で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

県
と
協
力
し
て
い
ま
す

　

平
成
21
年
10
月
か
ら
市
と
県
が
税
の

収
納
対
策
に
協
力
す
る
「
併
任
人
事
交

流
制
度
」
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
現

在
、県
と
市
の
税
務
職
員
が
協
力
し
て
、

差
押
え
等
の
滞
納
処
分
を
進
め
て
い
ま

す
。
こ
の
過
程
で
、
県
職
員
と
市
職
員

相
互
の
徴
収
技
術
の
向
上
を
図
り
、
税

の
収
納
率
の
向
上
と
税
収
の
確
保
を
目

指
し
ま
す
。

事
情
が
あ
る
場
合
は
相
談
を

　

病
気
や
失
業
な
ど
何
ら
か
の
事
情
で

納
期
内
に
税
金
を
納
め
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
方
は
、
お
早
め
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
事
情
に
応
じ
た
徴
収
の
猶

予
な
ど
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

困
難
な
状
況
の
方
は
、
ま
ず
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

●
税
務
課　

納
税
グ
ル
ー
プ

　

℡
23
‐
０
１
１
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滞
納
Ｑ
＆
Ａ

●
滞
納
す
る
と
ど
う
な
る
？

1
、
納
税
相
談
を
行
い
、
納
付
誓
約
を

　

し
て
も
ら
い
ま
す
。

2
、
納
付
誓
約
を
守
ら
な
い
場
合
は
、

　

預
金
、
給
与
、
生
命
保
険
、
自
動
車
、

　

不
動
産
、
動
産
（
電
化
製
品
や
美
術

　

品
、
貴
金
属
）】
な
ど
の
差
押
え
を

　

行
い
ま
す
。

3
、
滞
納
金
額
が
大
き
か
っ
た
り
、
滞

　

納
年
数
が
長
か
っ
た
り
し
た
場
合
に

　

は
、
納
付
誓
約
に
関
わ
ら
ず
、
担
保

　

と
し
て
不
動
産
等
の
差
押
え
を
行
う

　

場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
差
押
え
の
基
準
は
？

Ｑ
差
押
え
は
、
滞
納
し
て
ど
の
く
ら
い

　

経
て
ば
さ
れ
る
の
で
す
か
。

Ａ
納
期
限
が
過
ぎ
、
督
促
状
出
し
て
10

　

日
過
ぎ
た
ら
い
つ
で
も
で
き
ま
す
。

Ｑ
あ
る
一
定
の
滞
納
金
額
を
越
え
た
ら

　

差
押
え
す
る
の
で
す
か
。

Ａ
滞
納
金
額
に
よ
る
基
準
は
あ
り
ま
せ

　

ん
。滞
納
額
が
少
額
で
も
行
い
ま
す
。

Ｑ
差
押
え
を
行
う
時
は
事
前
に
通
知
と

　

か
あ
る
の
で
す
か
。

Ａ
い
い
え
、
基
本
的
に
事
前
に
何
も
通

　

知
を
致
し
ま
せ
ん
。

Ｑ
差
押
え
は
ど
の
よ
う
な
種
類
が
あ
る

　

の
で
す
か
。

Ａ
小
林
市
が
行
っ
て
い
る
差
押
え
は
、

　

国
税
還
付
金
、
給
与
、
不
動
産
、
動

　

産
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

Ａ
財
産
調
査
で
財
産
が
発
見
で
き
な
い

　

場
合
な
ど
は
、
滞
納
者
の
自
宅
な
ど

　

を
捜
索
し
ま
す
。
捜
索
時
に
発
見
さ

　

れ
た
財
産
は
差
押
え
ま
す
。
銀
行
や

　

会
社
と
い
っ
た
法
人
を
含
め
、
誰
で

　

あ
っ
て
も
滞
納
処
分
に
関
す
る
調
査

　

を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

２０１１年　４月１日号 Ｉｎｆｏrｍａｔｉｏｎおしらせ ２０１１年　４月１日号Ｉｎｆｏrｍａｔｉｏｎおしらせ

※お知らせの内容はホームページでもご覧になれます。
http://www.city.kobayashi.lg.jp29 KOBAYASHI 2011. ４

不
動
産
の
公
売
に
つ
い
て

　

市
で
は
、
税
収
確
保
お
よ
び
税
負
担

の
公
平
を
図
る
た
め
に
、
市
税
の
滞
納

処
分
に
よ
り
差
し
押
さ
え
た
財
産
の
公

売
を
実
施
し
ま
す
。

■ 

公
売
予
定
物
件

・
宅
地
３
９
４
・
50
㎡　

・
家
屋
１
２
９
・
05
㎡

※
該
当
物
件
地
と
市
道
の
間
に
水
路
敷

　

き
が
存
在
し
ま
す
が
、
使
用
に
当
っ

　

て
は
地
主
の
承
諾
を
得
て
い
ま
す
。

　
（
※
入
札
後
は
当
事
者
間
で
再
度
協

　

議
・
承
諾
が
必
要
で
す
）
ま
た
、
物

　

件
内
に
水
路
用
パ
イ
プ
（
1
本
）
が

　

埋
設
し
て
あ
り
、
こ
の
件
に
つ
い
て

　

も
同
様
に
買
受
後
は
当
事
者
間
で
協

　

議
が
必
要
で
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

■ 

見
積
価
格

・
土
地
…
５
２
３
，０
０
０
円

・
家
屋
…
１
，２
５
３
，０
０
０
円

・
合
計
…
１
，７
７
６
，０
０
０
円

※
落
札
価
格
に
は
消
費
税
が
課
さ
れ
ま

　

す
。

■ 

入
札
保
証
金

・
土
地
…
１
７
７
，６
０
０
円

　
（
見
積
価
格
の
10
％
）

■ 

公
売
方
法

　

入
札
形
式

■ 

入
札
期
間

　

５
月
６
日
（
金
曜
）

　

〜
５
月
13
日
（
金
曜
）

■ 

実
施
先

　

ヤ
フ
ー
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

　
（
ヤ
フ
ー
ジ
ャ
パ
ン
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
）

公
売
物
件
の
下
見
会

　

実
際
に
公
売
物
件
を
確
認
の
う
え
、

入
札
に
参
加
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
ま
た
は
、
市
の

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
く
だ
さ
い
。

■ 

日
時

　

４
月
11
日
（
月
曜
）
〜
15
日
（
木
曜
）

・
10
時
〜
15
時

●
問

　

・
税
務
課　

℡
23
‐
０
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１
５

平
成
23
年
度　

土
地
・
家
屋
価
格
等

　
　
　
　

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　

自
己
の
資
産
と
近
隣
の
資
産
の
価
格

を
比
較
で
き
る
よ
う
に
縦
覧
帳
簿
を
設

置
し
ま
す
。

■ 

対
象

　

本
市
固
定
資
産
税
の
納
税
者
・
納
税

者
の
委
任
を
う
け
た
代
理
人

■ 

縦
覧
期
間

　

４
月
１
日
（
金
曜
）

　

〜
５
月
２
日
（
月
曜
）

※
土
曜
、
日
曜
、
祝
日
は
除
き
ま
す
。

■ 

縦
覧
時
間

　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

■ 

縦
覧
場
所

　

・
税
務
課

　

・
須
木
庁
舎 

住
民
生
活
課

　

・
野
尻
庁
舎 

住
民
生
活
課

●
問

　

・
税
務
課　

℡
23
‐
０
１
１
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税
の
相
談
は
お
気
軽
に

　

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
へ
！

　 

国
税
に
関
す
る
相
談
は
「
電
話
相
談

セ
ン
タ
ー
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
熊

本
国
税
局
税
務
相
談
室
の
職
員
が
ご
相

談
を
お
受
け
し
ま
す
。

■ 

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
利
用
手
順

①
最
寄
り
の
税
務
署
に
電
話
し
ま
す
。

②
自
動
音
声
案
内
に
従
い
、番
号
「
１
」

　

を
選
択
し
ま
す
。

③
自
動
音
声
案
内
に
従
い
、
相
談
し
た

　

い
内
容
の
番
号
を
選
択
し
ま
す
。

　
「
１
」･･･

年
金
や
給
与
又
は
事
業
な

　
　
　
　
　

ど
の
所
得
税

　
「
２
」･･･

相
続
税
や
贈
与
税
又
は
譲

　
　
　
　
　

渡
所
得

　
「
３
」･･･

法
人
税
や
源
泉
所
得
税
又

　
　
　
　
　

は
年
末
調
整

　
「
４
」･･･

消
費
税
や
印
紙
税

　
「
５
」･･･

そ
の
他
の
お
問
い
合
せ
や

　
　
　
　
　

ご
不
明
の
場
合

　

な
お
、
税
務
署
に
ご
用
の
方
は
、
自

動
音
声
案
内
に
従
っ
て
、
番
号
「
２
」

を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問

　

・
小
林
税
務
署　

℡
23
‐
３
１
２
６

　

・
税
務
課　

℡
23
‐
０
１
１
５

ヤフーオークションホームページ
http://auctions.yahoo.co.jp

許されない　市税の滞納
税は私たちが生活する社会を維持、発展させていくためには必要不可欠なものです。
私たちは税を公平・公正に負担しなければなりません。
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